
1 

 

 

座間市児童ホーム保護者負担金改正説明資料 

 

・料金改正の理由 

現在座間市では、児童ホームの運営費等は利用者の所得階層（１８段階）により徴収をしています

が、県内で公営の学童保育を実施している１４市について調査を行った結果、１４市すべて利用料金

は定額としており、所得に応じて保育料を設定しているのは、座間市のみとなっています。 

また、これら１４市の利用料金は利用料が無料の市を除くと賄費を含む利用料の合計金額は、平均

6,570円となっています。 

一方、座間市の利用料金は、利用料金が免除されている世帯を除く利用者数で割ると賄費を含む利

用料金の平均額は、6,825円となっています。 

このようなことを考慮し、受益者負担の観点から利用料金を定額制へ変更し、次のとおり運営費

4,700円、賄費を 1,800円、合計 6,500円とするものです。 

また、低所得者への配慮として、生活保護世帯、市県民税非課税世帯については、運営費を 100％

減免とするものです。 

 

 

○改定後料金表 

徴収額（月額） 

運営費 賄費 

４，７００円 １，８００円  

 

 

○現行料金表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階層 
金額 

運営費 賄費 

A 0 円 0 円 

B 0 円 0 円 

D１ 2,300 円 1,750 円 

D2 2,610 円 1,750 円 

D３ 3,090 円 1,750 円 

D４ 3,570 円 1,750 円 

D５ 3,950 円 1,750 円 

D６ 4,380 円 1,750 円 

D７ 4,920 円 1,750 円 

階層 
金額 

運営費 賄費 

D８ 5,440 円 1,750 円 

D９ 5,850 円 1,750 円 

D１０ 6,100 円 1,750 円 

D１１ 6,410 円 1,750 円 

D１２ 6,670 円 1,750 円 

D１３ 6,730 円 1,750 円 

D１４ 6,790 円 1,750 円 

D１５ 6,860 円 1,750 円 


